
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（山田町東下）配水管取替工事その２ 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ50PE-10.3m, φ75PE-1.2m，φ75-0.5m, φ100-731.0m 

 

管撤去延長 φ100-714.4m 

 契約変更の理由 

 

１． 材料の変更 

当初設計では平面図①－①断面付近の配管は取替撤去と設計されていたが、減圧弁下流が断水

が困難であるという点からこの区間は新設撤去に変更する。そのため、①‐①断面付近の仮配

の延長が短くなる。また、平面図⑧－⑧断面付近の仮配及び割丁は付近のバルブ操作で断水せ

ずに連絡工事が可能であることから仮配及び割丁は設置なしに変更する。上記を考慮し配水管

を布設した結果、一部管布設ルート、仮配布設延長が変更となる。【減】 

 

２.管布設工の変更 

試掘の結果、既設２号工舗装厚が厚く、それに伴う舗装切断、舗装版破砕、As殻運搬処理等が

変更となる。【増】 

 

  ３．付帯工の変更 

    既設２号工舗装厚が厚く、それに伴う舗装切断、舗装版破砕、As殻運搬処理等が変更となる。

また、建設局との現地立会により、現地状況を踏まえ舗装復旧範囲及び舗装復旧号工が変更と

なる。【増】 

 

４．仮設工の変更 

県道 85 号線（神戸加東線）に関しては、大型車両の通行が多いことや、高速で通過する車両が

多いことなどの現状に鑑み、より安全で確実な規制の下で工事を行う為、規制車を設置するこ

ととなる。【増】 

 

 

 

 
 

（公表様式第６号） 


